
一
頁

電
波
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
表

○
電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
免
許
状
等
記
載
事
項
を
公
表
し
な
い
無
線
局
）

（
免
許
状
等
記
載
事
項
を
公
表
し
な
い
無
線
局
）

第
十
一
条
の
二

法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
局
は
、
次

第
十
一
条
の
二

法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
局
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
第
十
条
の
二
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
無

の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
第
十
条
の
二
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
無

線
局
、
非
常
局
及
び
特
別
業
務
の
局
を
除
く

）
と
す
る
。

線
局
及
び
非
常
局
を
除
く

）
と
す
る
。

。

。

一
～
十
八

（
略
）

一
～
十
八

（
略
）

（
混
信
又
は
ふ
く
そ
う
に
関
す
る
調
査
の
た
め
に
提
供
す
る
情
報
）

（
混
信
又
は
ふ
く
そ
う
に
関
す
る
調
査
の
た
め
に
提
供
す
る
情
報
）

第
十
一
条
の
二
の
三

法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
無
線
局
に
関
す
る
事
項
に
係
る

第
十
一
条
の
二
の
三

法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
無
線
局
に
関
す
る
事
項
に
係
る

情
報
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
別
表
第
二
号
の
二
の
二
の
と
お

情
報
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
別
表
第
二
号
の
二
の
二
の
と
お

り
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
一
条
の
二
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五
号
及
び
第
六

り
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
一
条
の
二
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五
号
及
び
第
六

号
に
規
定
す
る
無
線
局
（
第
十
条
の
二
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
無

号
に
規
定
す
る
無
線
局
（
第
十
条
の
二
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
無

線
局

非
常
局
及
び
特
別
業
務
の
局
を
除
く

の
も
の
並
び
に
同
条
第
七
号

線
局
及
び
非
常
局
を
除
く

）
の
も
の
並
び
に
同
条
第
七
号
、
第
八
号
及
び
第

、

。）

、

。

第
八
号
及
び
第
十
号
に
規
定
す
る
無
線
局
の
う
ち
一
㎓
未
満
の
周
波
数
を
使
用

十
号
に
規
定
す
る
無
線
局
の
う
ち
一
㎓
未
満
の
周
波
数
を
使
用
す
る
無
線
局
の

す
る
無
線
局
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
地
球
局
の
送
信
空
中
線
の
最
小
仰
角
）

（
地
球
局
の
送
信
空
中
線
の
最
小
仰
角
）

第
三
十
二
条

地
球
局
（
宇
宙
無
線
通
信
を
行
う
実
験
試
験
局
を
含
む
。
以
下
同

第
三
十
二
条

（
同
上
）

じ

）
の
送
信
空
中
線
の
最
大
輻
射
の
方
向
の
仰
角
の
値
は
、
次
の
各
号
に
掲

。
げ
る
場
合
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
の
規
定
す
る
値
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。



二
頁

一

深
宇
宙
（
地
球
か
ら
の
距
離
が
二
百
万
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
宇
宙

一

深
宇
宙
（
地
球
か
ら
の
距
離
が
地
球
と
月
と
の
間
の
距
離
に
ほ
と
ん
ど
等

を
い
う
。
以
下
同
じ

）
に
係
る
宇
宙
研
究
業
務
（
科
学
又
は
技
術
に
関
す

し
い
か
又
は
こ
れ
以
上
で
あ
る
宇
宙
を
い
う

に
係
る
宇
宙
研
究
業
務

科

。

。
）

（

る
研
究
又
は
調
査
の
た
め
の
宇
宙
無
線
通
信
の
業
務
を
い
う

以
下
同
じ

学
又
は
技
術
に
関
す
る
研
究
又
は
調
査
の
た
め
の
宇
宙
無
線
通
信
の
業
務
を

。

。
）

を
行
う
と
き

一
○
度
以
上

い
う
。
以
下
同
じ

）
を
行
う
と
き

一
○
度
以
上

。

二
・
三

（
略
）

二
・

三

（
略
）

（
備
付
け
を
要
す
る
業
務
書
類
）

（
備
付
け
を
要
す
る
業
務
書
類
）

第
三
十
八
条

法
第
六
十
条
の
規
定
に
よ
り
無
線
局
に
備
え
付
け
て
お
か
な
け
れ

第
三
十
八
条

（
同
上
）

ば
な
ら
な
い
書
類
は
、
次
の
表
の
上
欄
の
無
線
局
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

無

線

局

業

務

書

類

無

線

局

業

務

書

類

一

船
舶
局
及
び

㈠

免
許
状

一

（
同
上
）

㈠

（
同
上
）

船
舶
地
球
局

㈡

法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
集
録
⑶

㈡

無
線
局
の
免
許
の
申
請
書
の
添
付
書
類
の
写
し(

再

㈢

無
線
局
の
免
許
の
申
請
書
の
添
付
書
類
の
写
し(

再

免
許
を
受
け
た
無
線
局
に
あ
つ
て
は
、
最
近
の
再
免

免
許
を
受
け
た
無
線
局
に
あ
つ
て
は
、
最
近
の
再
免

許
の
申
請
に
係
る
も
の
及
び
免
許
規
則
第
十
八
条
の

許
の
申
請
に
係
る
も
の
及
び
免
許
規
則
第
十
八
条
の

二
の
規
定
に
よ
り
提
出
を
省
略
し
た
工
事
設
計
書
と

二
の
規
定
に
よ
り
提
出
を
省
略
し
た
工
事
設
計
書
と

同
一
の
記
載
内
容
を
有
す
る
工
事
設
計
書
の
写
し)

⑴

同
一
の
記
載
内
容
を
有
す
る
工
事
設
計
書
の
写
し)

⑵

㈢

免
許
規
則
第
十
二
条(

免
許
規
則
第
二
十
五
条
第
一

㈣

免
許
規
則
第
十
二
条(

同
規
則
第
二
十
五
条
第
一
項

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
表

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
表
に

に
お
い
て
同
じ
。)

の
変
更
の
申
請
書
の
添
付
書
類
及

お
い
て
同
じ
。)

の
変
更
の
申
請
書
の
添
付
書
類
及
び

び
届
書
の
添
付
書
類
の
写
し(

再
免
許
を
受
け
た
無
線

届
書
の
添
付
書
類
の
写
し(

再
免
許
を
受
け
た
無
線
局

局
に
あ
つ
て
は
、
最
近
の
再
免
許
後
に
お
け
る
変
更

に
あ
つ
て
は
、
最
近
の
再
免
許
後
に
お
け
る
変
更
に

に
係
る
も
の)

⑴

係
る
も
の)

⑵



三
頁

㈣

第
四
十
三
条
第
一
項
の
届
書
の
写
し
⑵(

船
舶
局
の

㈤

第
四
十
三
条
第
一
項
の
届
書
の
写
し
⑶(

船
舶
局
の

場
合
に
限
る
。)

場
合
に
限
る
。)

㈤

無
線
従
事
者
選
解
任
届
の
写
し
⑵

㈥

無
線
従
事
者
選
解
任
届
の
写
し
⑶

㈥

海
上
移
動
業
務
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
ア
ル
フ
ァ

㈦

海
上
移
動
業
務
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
順
又
は
番
号
順
の
局
の
呼
出
符
号
又
は
識
別

ベ
ッ
ト
順
又
は
番
号
順
の
局
の
呼
出
符
号
又
は
識
別

信
号
の
表
⑶(

義
務
船
舶
局
等
の
場
合
に
限
る
。)

信
号
の
表
⑴(

義
務
船
舶
局
等
の
場
合
に
限
る
。)

㈦

海
岸
局
の
局
名
録
⑶(

国
際
航
海
に
従
事
す
る
船
舶

㈧

海
岸
局
の
局
名
録
⑴(

国
際
航
海
に
従
事
す
る
船
舶

の
義
務
船
舶
局
等
の
場
合
に
限
る
。)

の
義
務
船
舶
局
等
の
場
合
に
限
る
。)

㈧

船
舶
局
の
局
名
録
⑶(

義
務
船
舶
局
等
の
場
合
に
限

㈨

船
舶
局
の
局
名
録
⑴(

義
務
船
舶
局
等
の
場
合
に
限

る
。)

る
。)

㈨

無
線
測
位
局
及
び
特
別
業
務
の
局
の
局
名
録
⑶(

義

㈩

無
線
測
位
局
及
び
特
別
業
務
の
局
の
局
名
録
⑴(

義

務
船
舶
局
等
の
場
合
に
限
る
。)

務
船
舶
局
等
の
場
合
に
限
る
。)

㈩

海
上
移
動
業
務
及
び
海
上
移
動
衛
星
業
務
で
使
用

(

十
一)

海
上
移
動
業
務
及
び
海
上
移
動
衛
星
業
務
で

す
る
便
覧
⑶(

国
際
通
信
を
行
う
船
舶
局
及
び
船
舶
地

使
用
す
る
便
覧
⑴(

国
際
通
信
を
行
う
船
舶
局
及
び
船

球
局
の
場
合
に
限
る
。)

舶
地
球
局
の
場
合
に
限
る
。)

(

十
一)

第
四
十
三
条
第
二
項
の
届
書
の
写
し
⑵(

船
舶

(

十
二)

第
四
十
三
条
第
二
項
の
届
書
の
写
し
⑶(

船
舶

地
球
局
の
場
合
に
限
る
。)

地
球
局
の
場
合
に
限
る
。)

(

十
二)

法
第
三
十
五
条
各
号
の
措
置
に
応
じ
て
総
務

(

十
三)

法
第
三
十
五
条
各
号
の
措
置
に
応
じ
て
総
務

大
臣
が
別
に
告
示
す
る
書
類
⑵(

同
条
の
措
置
を
と
ら

大
臣
が
別
に
告
示
す
る
書
類
⑶(

同
条
の
措
置
を
と
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
船
舶
局
等
の
場
合
に
限

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
船
舶
局
等
の
場
合
に
限

る
。)

る
。)

二

海
岸
局
及
び

㈠

免
許
状

二

（
同
上
）

㈠

（
同
上
）

海
岸
地
球
局

㈡

一
の
項
の
㈡
に
掲
げ
る
書
類
⑶



四
頁

㈡

一
の
項
の
㈡
及
び
㈢
に
掲
げ
る
書
類
⑴

㈢

一
の
項
の
㈢
及
び
㈣
に
掲
げ
る
書
類
⑵

㈢

一
の
項
の
㈥
か
ら
㈧
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
⑵
⑶(

二

㈣

一
の
項
の
㈦
か
ら
㈨
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
⑴
⑶(

二

六
・
一
七
五
㎒
を
超
え
る
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す

六
・
一
七
五
㎒
を
超
え
る
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す

る
海
岸
局
に
あ
つ
て
は
、
電
気
通
信
業
務
用
又
は
港

る
海
岸
局
に
あ
つ
て
は
、
電
気
通
信
業
務
用
又
は
港

務
用
の
海
岸
局
の
場
合
に
限
る
。)

務
用
の
海
岸
局
の
場
合
に
限
る
。)

㈣

一
の
項
の(

十)

に
掲
げ
る
書
類
⑵
⑶(

国
際
通
信
を

㈤

一
の
項
の(

十
一)

に
掲
げ
る
書
類
⑴
⑶(

国
際
通
信

行
う
海
岸
局
及
び
海
岸
地
球
局
の
場
合
に
限
る
。)

を
行
う
海
岸
局
及
び
海
岸
地
球
局
の
場
合
に
限
る
。)

三

航
空
機
局
及

㈠

免
許
状

三

（
同
上
）

㈠

（
同
上
）

び
航
空
機
地
球

㈡

一
の
項
の
㈡
に
掲
げ
る
書
類
⑶

局(

航
空
機
の
安

㈡

一
の
項
の
㈡
及
び
㈢
に
掲
げ
る
書
類
⑴

㈢

一
の
項
の
㈢
及
び
㈣
に
掲
げ
る
書
類
⑵

全
運
航
又
は
正

㈢

一
の
項
の
㈣
に
掲
げ
る
書
類
⑵(

航
空
機
地
球
局
に

㈣

一
の
項
の
㈤
に
掲
げ
る
書
類
⑶(

航
空
機
地
球
局
に

常
運
航
に
関
す

あ
つ
て
は
、
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と

あ
つ
て
は
、
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と

る
通
信
を
行
う

す
る
も
の
以
外
の
も
の
の
場
合
に
限
る
。)

す
る
も
の
以
外
の
も
の
の
場
合
に
限
る
。)

も
の
に
限
る
。)

㈣

通
信
憲
章
、
通
信
条
約
及
び
無
線
通
信
規
則
並
び

㈤

通
信
憲
章
、
通
信
条
約
及
び
無
線
通
信
規
則
並
び

に
国
際
民
間
航
空
機
関
に
よ
り
採
択
さ
れ
た
通
信
手

に
国
際
民
間
航
空
機
関
に
よ
り
採
択
さ
れ
た
通
信
手

続
⑵(

国
際
通
信
を
行
う
航
空
機
局
及
び
航
空
機
地
球

続
⑶(

国
際
通
信
を
行
う
航
空
機
局
及
び
航
空
機
地

局
の
場
合
に
限
る
。)

球
局
の
場
合
に
限
る
。)

㈤

一
の
項
の(

十
一)

に
掲
げ
る
書
類
⑵(

電
気
通
信
業

㈥

一
の
項
の(

十
二)

に
掲
げ
る
書
類
⑶(

電
気
通
信
業

務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
航
空
機
地
球
局
の
場

務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
航
空
機
地
球
局
の
場

合
に
限
る
。)

合
に
限
る
。)

四

航
空
局
及
び

㈠

免
許
状

四

(

同
上)

㈠

（
同
上
）

航
空
地
球
局(

航

㈡

一
の
項
の
㈡
に
掲
げ
る
書
類
⑶



五
頁

空
機
の
安
全
運

㈡

一
の
項
の
㈡
及
び
㈢
に
掲
げ
る
書
類
⑴

㈢

一
の
項
の
㈢
及
び
㈣
に
掲
げ
る
書
類
⑵

航
又
は
正
常
運

㈢

三
の
項
の
㈣
に
掲
げ
る
書
類
⑵(

国
際
通
信
を
行
う

㈣

三
の
項
の
㈤
に
掲
げ
る
書
類
⑶(

国
際
通
信
を
行
う

航
に
関
す
る
通

航
空
局
及
び
航
空
地
球
局
の
場
合
に
限
る
。)

航
空
局
及
び
航
空
地
球
局
の
場
合
に
限
る
。)

信
を
行
う
も
の

に
限
る
。)

五

ア
マ
チ
ュ
ア

㈠

免
許
状

五

（
同
上
）

㈠

（
同
上
）

局

㈡

一
の
項
の
㈡
に
掲
げ
る
書
類
⑶

㈡

無
線
局
の
免
許
の
申
請
書
の
添
付
書
類
の
写
し(

再

㈢

無
線
局
の
免
許
の
申
請
書
の
添
付
書
類
の
写
し(

再

免
許
を
受
け
た
無
線
局
に
あ
つ
て
は
、
最
近
の
再
免

免
許
を
受
け
た
無
線
局
に
あ
つ
て
は
、
最
近
の
再
免

許
の
申
請
に
係
る
も
の)

⑴(

人
工
衛
星
に
開
設
す
る

許
の
申
請
に
係
る
も
の)

⑵(

人
工
衛
星
に
開
設
す
る

ア
マ
チ
ュ
ア
局
及
び
人
工
衛
星
に
開
設
す
る
ア
マ
チ

ア
マ
チ
ュ
ア
局
及
び
人
工
衛
星
に
開
設
す
る
ア
マ
チ

ュ
ア
局
の
無
線
設
備
を
遠
隔
操
作
す
る
ア
マ
チ
ュ
ア

ュ
ア
局
の
無
線
設
備
を
遠
隔
操
作
す
る
ア
マ
チ
ュ
ア

局(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
人
工
衛
星
等
の
ア
マ
チ

局(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
人
工
衛
星
等
の
ア
マ
チ

ュ
ア
局
」
と
い
う
。)

の
場
合
に
限
る
。)

ュ
ア
局
」
と
い
う
。)

の
場
合
に
限
る
。)

㈢

一
の
項
の
㈢
に
掲
げ
る
書
類
⑴(
人
工
衛
星
等
の
ア

㈣

一
の
項
の
㈣
に
掲
げ
る
書
類
⑵(

人
工
衛
星
等
の
ア

マ
チ
ュ
ア
局
の
場
合
に
限
る
。)

マ
チ
ュ
ア
局
の
場
合
に
限
る
。)

六

陸
上
移
動
局

免
許
状

六

(

同
上)

（
同
上
）

、

携
帯
局
、
航
空

機
地
球
局(

三
の

項
に
掲
げ
る
航

空
機
地
球
局
を

除
く
。)

、
携
帯

移
動
地
球
局
、
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パ
ー
ソ
ナ
ル
無

線
、
無
線
操
縦

発
振
器
を
使
用

す
る
簡
易
無
線

局
及
び
構
内
無

線
局

七

放
送
局

㈠

免
許
状

七

（
同
上
）

㈠

（
同
上
）

㈡

法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
集
録
⑶(

無
人
方
式

の
無
線
設
備
の
無
線
局
以
外
の
無
線
局
に
限
る
。)

㈡

無
線
局
の
免
許
の
申
請
書
の
添
付
書
類
の
写
し(

再

㈢

無
線
局
の
免
許
の
申
請
書
の
添
付
書
類
の
写
し(

再

免
許
を
受
け
た
無
線
局
に
あ
つ
て
は
、
最
近
の
再
免

免
許
を
受
け
た
無
線
局
に
あ
つ
て
は
、
最
近
の
再
免

許
の
申
請
に
係
る
も
の
並
び
に
免
許
規
則
第
十
六
条

許
の
申
請
に
係
る
も
の
並
び
に
免
許
規
則
第
十
六
条

の
規
定
に
よ
り
無
線
局
事
項
書
の
記
載
を
省
略
し
た

の
規
定
に
よ
り
無
線
局
事
項
書
の
記
載
を
省
略
し
た

部
分
を
有
す
る
無
線
局
事
項
書(
そ
の
記
載
を
省
略
し

部
分
を
有
す
る
無
線
局
事
項
書(

そ
の
記
載
を
省
略
し

た
部
分
の
み
の
も
の
と
す
る
。)

及
び
免
許
規
則
第
十

た
部
分
の
み
の
も
の
と
す
る
。)

及
び
同
規
則
第
十
八

八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
提
出
を
省
略
し
た
工
事
設

条
の
二
の
規
定
に
よ
り
提
出
を
省
略
し
た
工
事
設
計

計
書
と
同
一
の
記
載
内
容
を
有
す
る
工
事
設
計
書
の

書
と
同
一
の
記
載
内
容
を
有
す
る
工
事
設
計
書
の
写

写
し)

⑴

し)

⑵

㈢

一
の
項
の
㈢
に
掲
げ
る
書
類
⑴

㈣

一
の
項
の
㈣
に
掲
げ
る
書
類
⑵

八

遭
難
自
動
通

㈠

免
許
状

八

（
同
上
）

㈠

（
同
上
）

報
局
、
船
上
通

㈡

一
の
項
の
㈡
及
び
㈢
に
掲
げ
る
書
類
⑴

㈡

一
の
項
の
㈢
及
び
㈣
に
掲
げ
る
書
類
⑵

信
局
、
無
線
航

㈢

一
の
項
の(

十
一)

に
掲
げ
る
書
類
⑵(

遭
難
自
動
通

㈢

一
の
項
の(

十
二)

に
掲
げ
る
書
類
⑶(

遭
難
自
動
通

行
移
動
局
及
び

報
局
及
び
無
線
航
行
移
動
局
の
場
合
に
限
る
。)

報
局
及
び
無
線
航
行
移
動
局
の
場
合
に
限
る
。)
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無
線
標
定
移
動

局
九

そ
の
他
の
無

㈠

免
許
状

九

（
同
上
）

㈠

（
同
上
）

線
局

㈡

法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
集
録
⑶(

無
人
方
式

の
無
線
設
備
の
無
線
局
及
び
第
三
十
三
条
第
七
号
に

規
定
す
る
無
線
設
備
の
無
線
局
以
外
の
無
線
局
の
場

合
に
限
る
。)

㈡

一
の
項
の
㈡
及
び
㈢
に
掲
げ
る
書
類
⑴(

簡
易
無
線

㈢

一
の
項
の
㈢
及
び
㈣
に
掲
げ
る
書
類
⑵(

簡
易
無
線

局
の
場
合
を
除
く
。)

局
の
場
合
を
除
く
。)

注
一

⑴
を
付
し
た
書
類
は
、
無
線
通
信
規
則
付
録
第
十
六
号
に
掲
げ
る
書
類

と
す
る
。

注
一

⑴
を
付
し
た
書
類
は
、
免
許
規
則
第
八
条
第
二
項(

免
許
規
則
第
十
二

二

⑵
を
付
し
た
書
類
は
、
免
許
規
則
第
八
条
第
二
項(

同
規
則
第
十
二
条

条
第
三
項
、
第
十
五
条
の
四
第
二
項
、
第
十
五
条
の
五
第
二
項
、
第
十
五

第
五
項
、
第
十
五
条
の
四
第
二
項
、
第
十
五
条
の
五
第
二
項
、
第
十
五
条

条
の
六
第
二
項
及
び
第
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

の
六
第
二
項
及
び
第
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

)。

む
。
以
下
こ
の
注
に
お
い
て
同
じ
。)

の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
又
は
総

の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
又
は
総
合
通
信
局
長
が
提
出
書
類
の
写
し
で
あ

合
通
信
局
長
が
提
出
書
類
の
写
し
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
も
の
（
免
許

る
こ
と
を
証
明
し
た
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
書
類
が

規
則
第
八
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
提
出
書
類
の
写
し
で
あ

電
磁
的
方
法(

電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ

る
こ
と
を
証
明
し
て
申
請
者
に
返
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含

て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
よ
り

む

）
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
書
類
が
電
磁
的
方
法(

電
子

記
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
必
要
に
応
じ
直
ち
に
表

。
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と

示
す
る
こ
と
が
で
き
る
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
備
え
付
け
て
お
か

が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
よ
り
記
録
さ
れ
た
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

あ
る
と
き
は
、
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
記
録
を
必
要

に
応
じ
直
ち
に
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を



八
頁

備
え
付
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

⑵
を
付
し
た
書
類
及
び
⑶
を
付
し
た
書
類(

第
五
項
に
規
定
す
る
総
務

三

第
六
項
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
無
線
局
が
備
え
付
け

大
臣
の
認
定
す
る
も
の
を
含
む
。)

に
つ
い
て
は
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
の
う
ち
⑴
を
付
し
た
書
類(

同
項
に
規

記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
六
項
の
規
定
に

定
す
る
総
務
大
臣
の
認
定
す
る
も
の
を
含
む
。)

及
び
⑶
を
付
し
た
書
類

よ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
記
録
を
必
要
に
応
じ
直
ち
に
表
示
す
る
こ
と
が

に
つ
い
て
は
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

で
き
る
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
備
え
付
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

合
に
お
い
て
は
、
当
該
記
録
を
必
要
に
応
じ
直
ち
に
表
示
す
る
こ
と
が
で

な
い
。

き
る
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
備
え
付
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

三

⑶
を
付
し
た
書
類
は
、
無
線
通
信
規
則
付
録
第
十
六
号
に
掲
げ
る
書
類

と
す
る
。

２

前
項
の
免
許
状
は
、
主
た
る
送
信
装
置
の
あ
る
場
所
の
見
や
す
い
箇
所
に
掲

２

前
項
の
免
許
状
は
、
主
た
る
送
信
装
置
の
あ
る
場
所(

船
舶
局
に
あ
つ
て
は

げ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
掲
示
を
困
難
と
す
る
も
の
に
つ
い

通
信
室
内
、
ラ
ジ
オ
ゾ
ン
デ
又
は
ラ
ジ
オ
・
ブ
イ
の
無
線
局
に
あ
つ
て
は
そ
の

て
は
、
そ
の
掲
示
を
要
し
な
い
。

常
置
場
所
と
す
る
。)

の
見
や
す
い
箇
所(

自
動
車
に
搭
載
し
て
使
用
す
る
パ
ー

ソ
ナ
ル
無
線
に
あ
つ
て
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
箇
所
と
す
る
。)

に

掲
げ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
掲
示
を
困
難
と
す
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
そ
の
掲
示
を
要
し
な
い
。

３

船
上
通
信
局
、
陸
上
移
動
局
、
携
帯
局
、
無
線
標
定
移
動
局
、
携
帯
移
動
地

３

船
上
通
信
局
、
陸
上
移
動
局
、
携
帯
局
、
無
線
標
定
移
動
局(

ラ
ジ
オ
・
ブ

球
局
、
陸
上
を
移
動
す
る
地
球
局
で
あ
つ
て
停
止
中
に
の
み
運
用
を
行
う
も
の

イ
の
無
線
局
を
除
く
。)

、
携
帯
移
動
地
球
局
、
陸
上
を
移
動
す
る
地
球
局
で

又
は
移
動
す
る
実
験
試
験
局(

宇
宙
物
体
に
開
設
す
る
も
の
を
除
く
。)

、
ア
マ

あ
つ
て
停
止
中
に
の
み
運
用
を
行
う
も
の
又
は
移
動
す
る
実
験
試
験
局(

宇
宙

チ
ュ
ア
局(

人
工
衛
星
に
開
設
す
る
も
の
を
除
く
。)

、
簡
易
無
線
局(

パ
ー
ソ

物
体
に
開
設
す
る
も
の
を
除
く
。)

、
ア
マ
チ
ュ
ア
局(

人
工
衛
星
に
開
設
す
る

ナ
ル
無
線
を
除
く
。)

若
し
く
は
気
象
援
助
局
に
あ
つ
て
は
、
前
項
の
規
定
に

も
の
を
除
く
。)

、
簡
易
無
線
局(

パ
ー
ソ
ナ
ル
無
線
を
除
く
。)

若
し
く
は
気

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
無
線
設
備
の
常
置
場
所(

Ｖ
Ｓ
Ａ
Ｔ
地
球
局(

包
括
免
許
に

象
援
助
局
に
あ
つ
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
無
線
設
備
の
常

。

、

係
る
も
の
を
除
く
。)

に
あ
つ
て
は
、
当
該
Ｖ
Ｓ
Ａ
Ｔ
地
球
局
の
送
信
の
制
御

置
場
所(

Ｖ
Ｓ
Ａ
Ｔ
地
球
局(

包
括
免
許
に
係
る
も
の
を
除
く

)

に
あ
つ
て
は
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を
行
う
他
の
一
の
地
球
局(

以
下
「
Ｖ
Ｓ
Ａ
Ｔ
制
御
地
球
局
」
と
い
う
。)

の
無

当
該
Ｖ
Ｓ
Ａ
Ｔ
地
球
局
の
送
信
の
制
御
を
行
う
他
の
一
の
地
球
局(

以
下
「
Ｖ

線
設
備
の
設
置
場
所
と
し
、
包
括
免
許
に
係
る
特
定
無
線
局
に
あ
つ
て
は
、
そ

Ｓ
Ａ
Ｔ
制
御
地
球
局
」
と
い
う
。)

の
無
線
設
備
の
設
置
場
所
と
し
、
包
括
免

の
局
の
包
括
免
許
に
係
る
手
続
を
行
う
包
括
免
許
人
の
事
務
所
と
す
る
。)

に

許
に
係
る
特
定
無
線
局
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
局
の
包
括
免
許
に
係
る
手
続
を
行

第
一
項
の
免
許
状
を
備
え
付
け
、
か
つ
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
と
こ
ろ

う
包
括
免
許
人
の
事
務
所
と
す
る
。)

に
第
一
項
の
免
許
状
を
備
え
付
け
、
か

に
よ
り
、
そ
の
送
信
装
置
の
あ
る
場
所
に
総
務
大
臣
又
は
総
合
通
信
局
長
が
発

つ
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
送
信
装
置
の
あ
る
場

給
す
る
証
票
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
ラ
ジ
オ
ゾ
ン
デ
及

所
に
総
務
大
臣
又
は
総
合
通
信
局
長
が
発
給
す
る
証
票
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば

び
ラ
ジ
オ
・
ブ
イ
の
無
線
局
、
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る

設
す
る
陸
上
移
動
局
、
携
帯
局
、
携
帯
移
動
地
球
局
及
び
Ｖ
Ｓ
Ａ
Ｔ
地
球
局
並

陸
上
移
動
局
、
携
帯
局
、
携
帯
移
動
地
球
局
及
び
Ｖ
Ｓ
Ａ
Ｔ
地
球
局
並
び
に
こ

び
に
こ
れ
ら
の
無
線
局
以
外
の
も
の
で
あ
つ
て
包
括
免
許
に
係
る
特
定
無
線
局

れ
ら
の
無
線
局
以
外
の
も
の
で
あ
つ
て
包
括
免
許
に
係
る
特
定
無
線
局(

航
空

そ
の
他
総
務
大
臣
が
告
示
す
る
無
線
局
に
つ
い
て
は
、
当
該
証
票
の
備
付
け
を

機
地
球
局
を
除
く
。)

に
つ
い
て
は
、
当
該
証
票
の
備
付
け
を
要
し
な
い
。

要
し
な
い
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
無
線
局
に
備
え
つ
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
法

及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
集
録
で
、
ア
マ
チ
ユ
ア
局
、
簡
易
無
線
局
そ
の
他

総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
無
線
局
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
の

認
定
す
る
抄
録
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

（
略
）

５

（
略
）

５

（
略
）

６

（
略
）

６

電
子
申
請
等
（
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る

７

第
一
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
無
線
局
に
備
え
付
け
て
お
か
な
け
れ
ば

。

法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
。
以
下
「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
」

な
ら
な
い
書
類
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の(

当
該
書
類
の
写
し
を
含
む

と
い
う

）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
添
付
書
類
等
」
と
い
う
。)

に
つ
い
て
は
、
行
政
手

。

組
織
を
使
用
し
て
行
う
同
法
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
申
請
等
を
い
う
。
以

続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
四
年
法
律

下
同
じ

）
に
よ
り
、
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
無
線
局
に
備
え
付

第
百
五
十
一
号
。
以
下
「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
」
と
い
う
。)

第
三
条
第
一

。

け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
電
磁

項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
添
付
書



一
〇
頁

的
記
録
を
提
出
し
た
無
線
局
に
あ
つ
て
は
、
当
該
書
類
に
係
る
記
録
（
総
務
省

類
等
に
係
る
電
磁
的
記
録
を
提
出
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
無
線
局
に
備

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
の
当
該
書
類
に
係
る
記

え
付
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

録
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

）
を
必
要
に
応
じ
直
ち
に
表
示
す

。

る
こ
と
が
で
き
る
場
合
（
当
該
書
類
に
係
る
記
録
を
直
ち
に
表
示
す
る
こ
と
が

困
難
又
は
不
合
理
で
あ
る
無
線
局
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る

方
法
に
よ
り
、
当
該
書
類
に
係
る
記
録
の
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
場

合
を
含
む

）
に
は
、
当
該
書
類
（
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の

。

に
あ
つ
て
は
、
当
該
書
類
の
写
し
）
は
、
こ
れ
を
当
該
無
線
局
に
備
え
付
け
て

い
る
も
の
と
み
な
す
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

７

登
録
局
に
備
え
付
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
は
、
前
各
項
の
規
定

８

登
録
局
に
備
え
付
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
は
、
前
各
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
登
録
状
と
す
る
。

に
か
か
わ
ら
ず
、
登
録
状
並
び
に
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
集
録(

構
内

無
線
局
の
場
合
は
、
登
録
状)

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
及
び
こ
れ

に
基
づ
く
命
令
の
集
録
が
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き

は
、
当
該
記
録
を
必
要
に
応
じ
直
ち
に
表
示
で
き
る
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機

器
を
備
え
付
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

（
略
）

９

（
略
）

第
三
十
八
条
の
三

（
略
）

第
三
十
八
条
の
三

（
略
）

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
が
無
線
局
ご
と
に
備
え
付
け
る
必
要
が

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
が
無
線
局
ご
と
に
備
え
付
け
る
必
要
が

な
い
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
一
の
免
許
人
等
に
属
す
る
一
の
無
線
局

な
い
と
認
め
る
も
の(

登
録
局
に
あ
つ
て
は
、
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の

に
備
え
付
け
た
も
の
を
共
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

集
録)
に
つ
い
て
は
、
同
一
の
免
許
人
等
に
属
す
る
一
の
無
線
局
に
備
え
付
け

た
も
の
を
共
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）



一
一
頁

(

無
線
業
務
日
誌)

(

無
線
業
務
日
誌)

第
四
十
条

法
第
六
十
条
に
規
定
す
る
無
線
業
務
日
誌
に
は
、
毎
日
次
に
掲
げ
る

第
四
十
条

（
同
上
）

事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
総
務
大
臣
又
は
総
合
通
信
局

長
に
お
い
て
特
に
必
要
が
な
い
と
認
め
た
場
合
は
、
記
載
の
一
部
を
省
略
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

非
常
局

三

前
二
号
に
掲
げ
る
無
線
局
以
外
の
無
線
局

⑴

第
一
号
⑴
に
掲
げ
る
事
項

⑴

（
同
上
）

⑵

一
日
の
延
べ
通
信
時
間
又
は
通
信
回
数(

法
第
七
十
四
条
第
一
項
に
規

、

、

定
す
る
通
信
を
行
つ
た
場
合
並
び
に
固
定
局

陸
上
移
動
業
務
の
無
線
局

携
帯
移
動
業
務
の
無
線
局
、
無
線
呼
出
局
、
無
線
標
定
業
務
の
無
線
局
、

無
線
標
識
局
、
地
球
局(

放
送
衛
星
局
、
放
送
試
験
衛
星
局
又
は
放
送
を

行
う
実
用
化
試
験
局
で
あ
つ
て
人
工
衛
星
に
開
設
す
る
も
の(

電
気
通
信

業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
。)

を
通
信
の
相
手
方
と

す
る
も
の
を
除
く
。)

、
人
工
衛
星
局(

放
送
衛
星
局
、
放
送
試
験
衛
星
局

又
は
放
送
を
行
う
実
用
化
試
験
局
で
あ
つ
て
人
工
衛
星
に
開
設
す
る
も
の

(

電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
。)

を
除
く
。

)

、
標
準
周
波
数
局
及
び
特
別
業
務
の
局(

Ａ
三
Ｅ
電
波
一
、
六
二
〇
㎑
又

は
一
、
六
二
九
㎑
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
空
中
線
電
力
一
〇
ワ
ッ

ト
以
下
の
無
線
局
に
限
る

)

が
そ
の
他
の
通
信
を
行
つ
た
場
合
を
除
く

)

。

。

⑵

法
第
七
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
通
信
の
実
施
状
況
の
詳
細
及
び
こ

⑶

法
第
七
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
通
信
の
実
施
状
況

れ
に
対
す
る
措
置
の
内
容

⑶
～
⑸

（
略
）

⑷
～
⑹

（
略
）



一
二
頁

２

次
の
各
号
の
無
線
局
の
無
線
業
務
日
誌
に
は
、
前
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に

２

（
同
上
）

掲
げ
る
事
項(

同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
省
略
し
た
事
項
を
除
く
。)

の
ほ

か
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
併
せ
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
総
務
大
臣
又
は
総
合
通
信
局
長
に
お
い
て
特
に
必
要
が
な
い
と

認
め
た
場
合
は
、
記
載
事
項
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
四
の
二

（
略
）

一
～
四
の
二

（
略
）

五

実
験
試
験
局

実
験
、
試
験
又
は
調
査
の
方
法
、
経
過
及
び
結
果
並
び
に
移
動
す
る
局
に

あ
つ
て
は
、
移
動
の
概
要

六

実
用
化
試
験
局

、

、

実
用
化
試
験
の
方
法

経
過
及
び
結
果
並
び
に
移
動
す
る
局
に
あ
つ
て
は

移
動
の
概
要

３
～
４

（
略
）

３
～
４

（
略
）

第
三
章

高
周
波
利
用
設
備

第
三
章

高
周
波
利
用
設
備

（
備
付
け
を
要
す
る
書
類
）

（
備
付
け
を
要
す
る
書
類
）

第
四
十
五
条
の
三

高
周
波
利
用
設
備
の
設
置
者
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
当
該

第
四
十
五
条
の
三

高
周
波
利
用
設
備
の
設
置
者
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
当
該

設
備
の
設
置
場
所
（
移
動
す
る
設
備
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
常
置
場
所
。
第

設
備
の
設
置
場
所
（
移
動
す
る
設
備
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
常
置
場
所
）
に

四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
三
十
八
条
第
六
項
に
お
い
て
同
じ

備
え
付
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。）

に
備
え
付
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
三
十
八
条
第
六
項
の
規
定
（
各
号
を
除
く

）
は
、
電
子
申
請
等
に
よ
り

。

第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
添
付
書
類
又
は
第
二
項
の
書
類
の
電
磁
的
記
録
を



一
三
頁

提
出
し
た
高
周
波
利
用
設
備
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
八

条
第
六
項
中
「
第
一
項
及
び
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
無
線
局
に
備
え
付
け
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
」
と
あ
る
の
は

「
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
添
付
書
類
又
は
第
二
項
の
書
類
」
と

「
し
た

、

無
線
局
」
と
あ
る
の
は
「
し
た
高
周
波
利
用
設
備
」
と

「
で
あ
る
無
線
局
」

、

「

」

、「（

」

と
あ
る
の
は

で
あ
る
高
周
波
利
用
設
備

と

第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で

と
あ
る
の
は
「
第
一
項
第
二
号
」
と

「
当
該
無
線
局
」
と
あ
る
の
は
「
当
該

、

高
周
波
利
用
設
備
の
設
置
場
所
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
章

雑
則

第
四
章

雑
則

第
二
節
の
四

手
数
料
等
の
徴
収

第
二
節
の
四

手
数
料
等
の
徴
収

（
手
数
料
を
納
付
す
る
場
合
の
特
例
）

（
手
数
料
を
納
付
す
る
場
合
の
特
例
）

第
五
十
一
条
の
九
の
二

手
数
料
令
第
二
十
一
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る

第
五
十
一
条
の
九
の
二

手
数
料
令
第
二
十
一
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る

場
合
は
、
電
子
申
請
等
に
よ
り
次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
請
等
を
す
る
場
合
と
す

場
合
は
、
情
報
通
信
技
術
利
用
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定

る
。

す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
請
等
を
す
る
場

合
と
す
る
。

一
～
十
六

（
略
）

一
～
十
六

（
略
）

第
四
節

提
出
書
類

第
四
節

提
出
書
類

（
書
類
の
提
出
）

（
書
類
の
提
出
）

第
五
十
二
条

（
略
）

第
五
十
二
条

（
略
）

（
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
提
出
書
類
等
）

（
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
提
出
書
類
等
）

第
五
十
二
条
の
二

（
略
）

第
五
十
二
条
の
二

（
略
）

（
電
子
申
請
等
の
場
合
の
添
付
書
面
等
の
提
出
）

第
五
十
二
条
の
三

法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
る
申
請
又
は
届
出



一
四
頁

を
電
子
申
請
等
に
よ
り
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
又
は
届
出
に
添
付
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
類
等
が
あ
る
と
き
は
、
免
許
状
、
免
許
証
そ
の
他
の

総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
を
除
き
、
当
該
書
類
等
を
ス
キ
ャ
ナ
（
こ
れ

に
準
ず
る
画
像
読
取
装
置
を
含
む

）
で
読
み
取
つ
て
で
き
た
電
磁
的
記
録
を

。

当
該
申
請
又
は
届
出
に
併
せ
て
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
を
送
信
し
た
者
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
を

送
信
し
た
日
か
ら
二
年
間
（
こ
の
間
に
当
該
申
請
又
は
届
出
に
係
る
許
認
可
等

の
有
効
期
間
が
満
了
す
る
場
合
は
、
当
該
有
効
期
間
が
満
了
す
る
日
ま
で
の

間

、
電
磁
的
記
録
と
し
て
読
み
取
つ
た
書
類
等
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

）
い
。

３

総
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
送
信
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
に
疑
義
が

あ
る
と
き
又
は
判
読
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
申
請
又
は
届
出
を

し
た
者
に
対
し
て
、
期
限
を
定
め
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
保
存
す
る
書
類
等

の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
第
二
号

変
更
検
査
を
要
し
な
い
場
合
（
第
十
条
の
四
関
係
）

別
表
第
二
号

変
更
検
査
を
要
し
な
い
場
合
（
第
十
条
の
四
関
係
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

無
線
設
備
の
変
更
の
工
事
の
う
ち
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
軽
微
な

二

（
同
上
）

も
の
と
さ
れ
る
も
の
以
外
の
も
の
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
場
合

⑴
～
⑿

（
略
）

⑴
～
⑿

（
略
）

⒀

同
一
人
に
属
す
る
二
以
上
の
無
線
局
で
無
線
設
備
の
設
置
場
所
又
は
常

置
場
所
が
同
一
の
総
合
通
信
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
も
の
に
お
い
て
、

そ
の
一
の
無
線
局
の
無
線
設
備
と
同
一
規
格
の
予
備
の
無
線
設
備
（
空
中

線
系
に
つ
い
て
は
、
同
一
型
式
と
す
る

）
の
各
装
置
を
他
の
無
線
局
の

。



一
五
頁

予
備
の
無
線
設
備
の
装
置
と
し
て
共
通
に
使
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該

他
の
無
線
局
の
無
線
設
備
の
変
更
の
工
事

⒁
～
⒄

（
略
）

⒀
～
⒃

（
略
）

⒅

⑴
か
ら
⒄
ま
で
に
類
す
る
無
線
設
備
の
変
更
の
工
事
で
あ
つ
て
、
総
務

⒄

⑴
か
ら
⒃
ま
で
に
類
す
る
無
線
設
備
の
変
更
の
工
事
で
あ
つ
て
、
総
務

大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の

大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の

（

）

（

）

別
表
第
四
号
の
二

第
条
関

係
別
表
第
四
号
の
二

第
条
関
係

39
39

第
２

法
第

条
第
２
項

第
条
第
２
項
及
び
第

条
第
３
項
に
よ
り

第
２

法
第

条
第
２
項

第
条
第
２
項
及
び
第

条
第
３
項
に
よ

り
10

18
73

10
18

73
、

、

検
査
の
一
部
を
省
略
し
た
場
合
の
検

査
結
果

通
知
書

の
様
式

検
査
の
一
部
を
省

略
し
た
場
合
の
検

査
結
果
通
知
書
の
様
式

（

）

（

）

略
略

無
線
局
検
査
結
果
通
知
書

無
線
局
検
査
結
果

通
知
書

（

）

（

）

略
略

（

）

（

）

略
略

注
無

線
検
査
簿
の
備
付
け
を
要
す
る
無
線
局
に
あ
っ
て
は

無
線

、

検
査
簿
に
貼
付

し
て
く
だ
さ
い

。

（

）

（

）

注
略

注
略



一
六
頁

無
線
局
免
許
手
続
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
表

○
無
線
局
免
許
手
続
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
添
付
書
類
の
写
し
の
提
出
部
数
）

（
添
付
書
類
の
写
し
の
提
出
部
数
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

２

総
務
大
臣
又
は
総
合
通
信
局
長
は
、
免
許
の
申
請
に
つ
き
法
第
八
条
第
一
項

２

総
務
大
臣
又
は
総
合
通
信
局
長
は
、
免
許
の
申
請
に
つ
き
法
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
予
備
免
許
を
与
え
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
写
し
の
う

の
規
定
に
よ
り
予
備
免
許
を
与
え
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
写
し
の
う

ち
一
通
に
つ
い
て
提
出
書
類
の
写
し
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
申
請
者
に
返
す

ち
一
通
に
つ
い
て
提
出
書
類
の
写
し
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
申
請
者
に
返
す

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
免
許
の
申
請
が
、
電
子
申
請
等
（
施
行
規
則
第
三
十

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に

八
条
第
六
項
の
電
子
申
請
等
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
で
あ
る
場
合
は
、
当
該

関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に

。

申
請
に
つ
い
て
予
備
免
許
を
与
え
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
写
し
に
つ

よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
た
免
許
の
申
請
に
つ
き

い
て
提
出
書
類
の
写
し
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
申
請
者
に
返
し
た
も
の
と
み

予
備
免
許
を
与
え
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
写
し
に
つ
い
て
提
出
書
類

な
す
。

の
写
し
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
申
請
者
に
返
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
申
請
の
手
続
の
簡
略
）

（
申
請
の
手
続
の
簡
略
）

第
十
五
条
の
二
の
二

（
略
）

第
十
五
条
の
二
の
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
二
項
に
規
定
す
る
無
線
局
に
つ
い
て
法
第
八
条
の
予
備
免
許
を
受
け
た
者

４

第
二
項
に
規
定
す
る
無
線
局
に
つ
い
て
法
第
八
条
の
予
備
免
許
を
受
け
た
者

が
当
該
無
線
局
の
う
ち
の
一
部
の
無
線
局
に
係
る
法
第
九
条
第
一
項
若
し
く
は

が
当
該
無
線
局
の
う
ち
の
一
部
の
無
線
局
に
係
る
法
第
九
条
第
一
項
若
し
く
は

第
四
項
若
し
く
は
法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
又
は
法
第
九
条
第
二
項
若

第
四
項
若
し
く
は
法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
又
は
法
第
九
条
第
二
項
若

し
く
は
施
行
規
則
第
四
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
場
合
に

し
く
は
施
行
規
則
第
四
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
場
合
に

は
、
そ
の
申
請
書
又
は
届
書
に
当
該
一
部
の
無
線
局
に
係
る
無
線
局
事
項
書
及

は
、
そ
の
申
請
書
又
は
届
書
に
当
該
一
部
の
無
線
局
に
係
る
無
線
局
事
項
書
及

び
工
事
設
計
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
項
の
規
定
に

び
工
事
設
計
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
る
免
許
の
申
請
が
、
電
子
申
請
等
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。



一
七
頁

第
二
十
五
条

第
十
二
条
の
規
定
は
、
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請

第
二
十
五
条

第
十
二
条
の
規
定
は
、
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請

若
し
く
は
届
出
又
は
法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
変
更
の
申
請
を
行
う

若
し
く
は
届
出
又
は
法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
変
更
の
申
請
を
行
う

場
合
に
準
用
す
る
。

場
合
に
準
用
す
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

パ
ー
ソ
ナ
ル
無
線
に
係
る
も
の

法

。

、

（

第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
除
く

）
に
つ
い
て
は
、
免
許
状
を

。

添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

（
設
置
許
可
の
申
請
）

（
設
置
許
可
の
申
請
）

第
二
十
六
条

（
略
）

第
二
十
六
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

総
合
通
信
局
長
は
、
許
可
の
申
請
に
つ
き
法
第
百
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

４

総
合
通
信
局
長
は
、
許
可
の
申
請
に
つ
き
法
第
百
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

許
可
を
与
え
た
と
き
は
、
第
二
項
の
写
し
に
つ
い
て
、
申
請
書
の
添
付
書
類
の

許
可
を
与
え
た
と
き
は
、
第
二
項
の
写
し
に
つ
い
て
、
申
請
書
の
添
付
書
類
の

写
し
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
申
請
者
に
返
す
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
許
可

写
し
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
申
請
者
に
返
す
も
の
と
す
る
。

の
申
請
が
、
電
子
申
請
等
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
申
請
に
つ
い
て
許
可
を
与
え

た
と
き
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
写
し
に
つ
い
て
提
出
書
類
の
写
し
で
あ
る

こ
と
を
証
明
し
て
申
請
者
に
返
し
た
も
の
と
み
な
す
。

別
表
第
二
号
の

四
特
定
無
線
局
の
無
線
局
事
項
書
及
び
工
事
設
計

書
の
様
式

別
表
第
二

号
の
四

特
定
無
線
局
の
無
線
局
事
項
書
及
び
工

事
設
計

書
の
様
式

（

）

（

）

第
条

の
及
び
第

条
の

関
係

第
条

の
及
び
第

条
の

関
係

20
5

20
8

20
5

20
8

～

（

）

～

（

）

１
５

略
１

５
略（

）

注
１

各
欄
の
記
載
は

次
の
表
の
と
お
り
と
す
る

注
１

同
左

、
。

区
別

記
載

す
る
欄

備
考

区
別

記
載
す
る
欄

備
考

（

）

（

）

（

）

（

）

１
略

略
１

略
略

（

）

（

）

（

）

（

）

（

）

（

）

２
略

略
略

２
略

略
略

1
2

3
4

5
6

7
1

2
3

4
5

6
7

３
再
免
許

の
申
請

の
場

３
再

免
許

の
申

請
の

場



一
八
頁

8
9

10
15

16
8

9
10

15
16

合
合

20



一
九
頁

登
録
点
検
事
業
者
等
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
表

○
登
録
点
検
事
業
者
等
規
則
（
平
成
九
年
郵
政
省
令
第
七
十
六
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
四
号

登
録
点
検
事
業
者
等
が
行
う
点
検
の
実
施
項
目
（
第
九
条
第
一
項

別
表
第
四
号

登
録
点
検
事
業
者
等
が
行
う
点
検
の
実
施
項
目
（
第
九
条
第
一
項

関
係
）

関
係
）

第
一

無
線
従
事
者
の
資
格
及
び
員
数

第
一

無
線
従
事
者
の
資
格
及
び
員
数

（
略
）

（
略
）

第
二

法
第
六
十
条
の
時
計
及
び
備
付
書
類

第
二

法
第
六
十
条
の
時
計
及
び
備
付
書
類

点
検
の
種
別

点
検
の
項
目

点
検
の
種
別

点
検
の
項
目

イ

（
略
）

イ

（
略
）

一

法
第
十
条
第
二
項
の

一

法
第
十
条
第
二
項
の

ロ

無
線
検
査
簿
の
備
付
け
の
確
認

点
検

ロ

（
略
）

点
検

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

ニ

（
略
）

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

二

法
第
七
十
三
条
第
三

二

法
第
七
十
三
条
第
三

ハ

無
線
検
査
簿
の
備
付
け
の
確
認

項
の
点
検

ハ

（
略
）

項
の
点
検

ニ

（
略
）

ニ

（
略
）

ホ

（
略
）

（

）

（

）

別
表
第

五
号

登
録
点
検
結
果
通
知
書
の
様
式

第
条

関
係

別
表
第
五

号
登
録
点
検
結
果
通
知
書
の
様
式

第
条
関

係
11

11
（

）
法
第

第
項

法
第

条
第

項
及
び
法
第

条
第

項
の
点
検
を

同
左

10
2

18
2

73
3

、

依
頼
し

た
者
あ
て
に
通
知
す
る
登
録
点
検
結
果
通
知
書

総
合
通
信
局
長
が

こ

（

、

の
様

式
に

代
わ

る
も

の
と

し
て

認
め

た
場

合
は

そ
れ

に
よ

る
こ

と
が

で
き

る
、



二
〇
頁

）

。

（

）

（

）

１
枚
目

１
枚
目

年
月

日
年

月
日

登
録

点
検

結
果

通
知

書
登

録
点

検
結

果
通

知
書

（

）

（

）

略
略

（

）

（

）

（

）

（

）

略
略

略
略

第
１

無
線
従
事
者
の
資
格
及
び
員
数

第
１

無
線
従
事
者
の
資
格
及

び
員
数

～

（

）

（

）

～

（

）

（

）

１
６

略
略

１
６

略
略

第
２

時
計
及
び
書
類

第
２

時
計
及
び
書
類

（

）

（

）

（

）

（

）

１
・
２

略
略

１
・
２

略
略

３
無
線
検
査
簿

の
備
付
け

備
付

け
有
□

無
□

免
除
□

３
無

線
業

務
日

誌
の

備
付

備
付
け

有
□

無
□

免
除
□

４
無
線
業

務
日
誌
の
備
付

備
付

け
有
□

無
□

免
除
□

け
記
載
内
容
及
び
保

存
保
存

有
□

無
□

け
記
載
内
容
及

び
保
存

保
存

有
□

無
□

、
、

記
載
内
容

記
載
内
容

４
そ
の
他
の
書
類
の
備
付

備
付
書
類

現
行
化

５
そ

の
他

の
書

類
の

備
付

備
付

け
書
類

現
行
化

け
さ
れ

て
い
る

□
け

さ
れ
て
い
る

□

さ
れ
て
い
な
い

□
さ
れ
て
い
な
い
□

（

）

（

）

注
１
・

２
略

注
１
・
２

略



二
一
頁

総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
表

○
総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
四
十
八
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
（
第
三
条
関
係
）

別
表
（
第
三
条
関
係
）

法

令

名

法

令

名

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

電
波
法
施
行
規

第
六
条
の
三

第
三
十
三
条
第
七
号

第
三
十
四
条
の
四

電
波
法
施
行
規

第
六
条
の
三
、
第
三
十
四
条
の
四
、
第
三
十
八
条
第
四
項

、

、

、

、

、

、

、

、

則
（
昭
和
二
十

第
三
十
八
条
第
四
項
及
び
第
五
項

第
三
十
九
条
第
二
項

則
（
昭
和
二
十

か
ら
第
六
項
ま
で

第
三
十
九
条
第
二
項

第
四
十
一
条

、

、

五
年
電
波
監
理

第
四
十
一
条
、
第
四
十
一
条
の
五
、
第
四
十
二
条
か
ら
第

五
年
電
波
監
理

第
四
十
一
条
の
五

第
四
十
二
条
か
ら
第
四
十
三
条
ま
で

委
員
会
規
則
第

四
十
三
条
ま
で
、
第
四
十
三
条
の
三
、
第
四
十
五
条
の
三

委
員
会
規
則
第

第
四
十
三
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
五
条
の

十
四
号
）

第
二
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
（
第
四
十
六
条
の
三
第
三

十
四
号
）

三
第
二
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
（
第
四
十
六
条
の
三
第

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

、
第
四
十
六
条
の

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

、
第
四
十
六
条

。
）

。）

八
第
一
項
、
第
五
十
条
の
四
第
一
項
、
第
五
十
条
の
七
第

の
八
第
一
項
、
第
五
十
条
の
四
第
一
項
、
第
五
十
条
の
七

、

、

、

一
項
、
第
五
十
一
条
の
五
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
六
、

第
一
項

第
五
十
一
条
の
五
第
一
項

第
五
十
一
条
の
六

第
五
十
一
条
の
八
、
第
五
十
一
条
の
十
、
第
五
十
一
条
の

第
五
十
一
条
の
八
、
第
五
十
一
条
の
十
、
第
五
十
一
条
の

十
の
二
、
第
五
十
一
条
の
十
の
三
、
第
五
十
一
条
の
十
の

十
の
二
、
第
五
十
一
条
の
十
の
三
、
第
五
十
一
条
の
十
の

四
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
五
十
一
条
の
十
一
、
第

四
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
五
十
一
条
の
十
一
、
第

五
十
一
条
の
十
一
の
二
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
十
一
の

五
十
一
条
の
十
一
の
二
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
十
一
の

二
の
三
並
び
に
第
五
十
一
条
の
十
一
の
二
の
四

二
の
三
並
び
に
第
五
十
一
条
の
十
一
の
二
の
四

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）



二
二
頁

○
時
計
、
業
務
書
類
等
の
備
付
け
を
省
略
で
き
る
無
線
局
及
び
省
略
で
き
る
も
の
の
範
囲
並
び
に
そ
の
備
付
け
場
所
の
特
例
又
は
共
用
で
き
る
場
合
を
定
め
る
件(

昭
和

三
十
五
年
郵
政
省
告
示
第
千
十
七
号)

の
一
部
を
改
正
す
る
件
新
旧
対
照
表

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

電
波
法
施
行
規
則(
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号)

第
三
十

八
条
の
二
及
び
第
三
十
八
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
時
計
、
業
務
書
類
等
の
備
え

付
け
を
省
略
で
き
る
無
線
局
及
び
省
略
で
き
る
も
の
の
範
囲
並
び
に
そ
の
備
付
け

場
所
の
特
例
又
は
共
用
で
き
る
場
合
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

一

時
計
、
業
務
書
類
等
の
備
付
け
の
省
略

一

時
計
、
業
務
書
類
等
の
備
付
け
を
省
略
で
き
る
無
線
局
の
種
別
及
び
省
略
で

き
る
も
の
の
範
囲

次
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
無
線
局
は
、
当
該
無
線
局
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
時
計
、
無
線
検
査
簿
、
無
線
業
務
日
誌
又
は
施
行
規
則
第
三
十
八
条

第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
書
類
の
う
ち
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
備
え
付

け
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

無
線
局
の
種
別

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る

無
線
局
の
種
別

省
略
で
き
る
時
計
、
業

も
の

務
書
類
等
の
範
囲

一

㈠

放
送
局
、
放
送
試
験
局
、
海
岸
局
、

時
計

一

固
定
局
、
基
地
局
、
携
帯
基
地
局
、
無

㈠

時
計

航
空
局
、
船
舶
局
、
航
空
機
局
、
無
線

線
呼
出
局
、
陸
上
移
動
中
継
局
及
び
携

㈡

無
線
業
務
日
誌

航
行
陸
上
局
、
無
線
標
識
局
、
海
岸
地

帯
基
地
地
球
局(

い
ず
れ
も
無
線
局
根
本

球
局
、
航
空
地
球
局
、
船
舶
地
球
局
、

基
準
第
三
条
又
は
第
四
条
に
規
定
す
る

航
空
機
地
球
局
（
航
空
機
の
安
全
運
航

も
の
を
除
く
。)



二
三
頁

又
は
正
常
運
航
に
関
す
る
通
信
を
行
う

二

陸
上
移
動
局(

三
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を

㈠

時
計
⑴

も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ

、
放
送
衛

除
く
。)

及
び
携
帯
局

㈡

無
線
検
査
簿

。
）

星
局
、
放
送
試
験
衛
星
局
、
非
常
局
、

㈢

無
線
業
務
日
誌
⑴

放
送
を
行
う
実
用
化
試
験
局
（
電
気
通

三

陸
上
移
動
局(

ラ
ジ
オ
・
マ
イ
ク
の
も
の

㈠

時
計

信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も

並
び
に
四
五
四
・
〇
五
㎒
以
上
四
五
四

㈡

無
線
検
査
簿

の
を
除
く

三
の
項
に
お
い
て
同
じ

・
二
〇
㎒
未
満
及
び
四
一
三
・
七
〇
㎒

㈢

無
線
業
務
日
誌

。

。）
、

標
準
周
波
数
局
及
び
特
別
業
務
の
局
以

以
上
四
一
四
・
一
五
㎒
未
満
の
周
波
数

外
の
無
線
局

を
使
用
す
る
空
中
線
電
力
〇
・
〇
〇
一

㈡

無
人
方
式
の
無
線
設
備
の
局
（
㈠
の

ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。)

無
線
局
を
除
く

）。

二

国
が
開
設
す
る
無
線
局
（
定
期
検
査
を
要

無
線
検
査
簿

す
る
も
の
に
限
る

）
以
外
の
無
線
局

。

三

放
送
局
、
放
送
試
験
局
、
海
岸
局
、
航
空

無
線
業
務
日
誌

局
、
船
舶
局
、
航
空
機
局
、
無
線
航
行
陸

上
局
、
無
線
標
識
局
、
海
岸
地
球
局
、
航

四

構
内
無
線
局

㈠

時
計

空
地
球
局
、
船
舶
地
球
局
、
航
空
機
地
球

㈡

無
線
検
査
簿

局
、
放
送
衛
星
局
、
放
送
試
験
衛
星
局
、

㈢

無
線
業
務
日
誌

非
常
局
及
び
放
送
を
行
う
実
用
化
試
験
局

以
外
の
無
線
局

四

海
岸
局
で
あ
つ
て
、
設
備
規
則
第
九
条
の

㈠

海
上
移
動
業
務
に
お

五

実
験
試
験
局(

第
二
級
陸
上
特
殊
無
線
技

㈠

時
計
⑵

二
第
一
項
に
規
定
す
る
選
択
呼
出
装
置
の

い
て
使
用
さ
れ
る
ア
ル

士
の
操
作
の
範
囲
に
属
さ
な
い
も
の
又

㈡

無
線
業
務
日
誌

み
に
よ
り
呼
出
し
を
行
う
も
の

フ
ア
ベ
ツ
ト
順
又
は
番

は
六
の
項
若
し
く
は
七
の
項
に
掲
げ
る

⑵

号
順
の
局
の
呼
出
符
号

も
の
を
除
く
。)



二
四
頁

又
は
識
別
信
号
の
表

六

展
示
の
た
め
の
実
験
試
験
局
で
あ
つ
て

㈠

時
計

、

㈡

海
岸
局
の
局
名
録
及

七
の
項
に
掲
げ
る
実
験
試
験
局
以
外
の

㈡

無
線
業
務
日
誌

び
船
舶
局
の
局
名
録

も
の(

短
期
間
開
設
す
る
も
の
に
限
る

)

㈢

法
及
び
こ
れ
に
基

。

注

特
定
船
舶
局
（
免
許
規
則
第
四
条
第
二
項
の
表
六
の
項
の
特
定
船
舶
局
を

づ
く
命
令
の
集
録

い
う

）
が
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
無
線
設
備
及
び
Ｈ
三
Ｅ
又
は
Ｊ
三
Ｅ
電

七

実
験
試
験
局(

総
務
大
臣
が
公
示
す
る
周

㈠

時
計

。

波
二
六
・
一
㎒
を
超
え
二
八
㎒
以
下
の
周
波
数
を
使
用
す
る
空
中
線
電
力
二

波
数
、
当
該
周
波
数
の
使
用
が
可
能
な

㈡

無
線
検
査
簿

五
ワ
ツ
ト
以
下
の
無
線
設
備
以
外
の
無
線
設
備
を
設
置
し
て
い
な
い
船
舶
局

地
域
及
び
期
間
並
び
に
空
中
線
電
力
の

㈢

無
線
業
務
日
誌

に
つ
い
て
は
、
通
信
の
相
手
方
で
あ
る
無
線
局
の
無
線
業
務
日
誌
に
よ
り
、

範
囲
内
で
開
設
す
る
も
の
に
限
る
。)

運
用
の
状
況
が
把
握
さ
れ
る
場
合
は
、
無
線
業
務
日
誌
を
備
え
付
け
る
こ
と

八

簡
易
無
線
局(

九
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を

㈠

時
計

を
要
し
な
い
。

除
く
。)

㈡

無
線
検
査
簿

㈢

無
線
業
務
日
誌

㈣

法
及
び
こ
れ
に
基

づ
く
命
令
の
集
録
⑶

九

簡
易
無
線
局(

無
線
操
縦
発
振
器
を
使
用

㈠

時
計

す
る
も
の
及
び
パ
ー
ソ
ナ
ル
無
線
に
限

㈡

無
線
検
査
簿

る
。)

㈢

無
線
業
務
日
誌

十

遭
難
自
動
通
報
設
備
の
み
の
局
及
び
気

㈠

時
計

象
用
ラ
ジ
オ
・
ロ
ボ
ツ
ト
の
局

㈡

無
線
業
務
日
誌

十
一

ラ
ジ
オ
・
ブ
イ
の
局
及
び
ラ
ジ
オ
ゾ
ン

㈠

時
計

デ
の
局

㈡

無
線
検
査
簿
⑷

㈢

無
線
業
務
日
誌

十
二

空
中
線
電
力
一
〇
ワ
ツ
ト
以
下
の
局(

テ

㈠

時
計

レ
メ
ー
タ
ー
の
み
の
局
を
除
く
。)

で
あ

㈡

無
線
業
務
日
誌



二
五
頁

つ
て
、
特
定
の
受
信
設
備
を
通
信
の
相

㈢

法
及
び
こ
れ
に
基

手
方
と
し
、
特
定
の
信
号
を
自
動
的
に

づ
く
命
令
の
集
録

送
信
す
る
も
の

十
三

無
人
方
式
の
無
線
設
備
の
局(

十
の
項
、

時
計

十
一
の
項
及
び
十
二
の
項
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。)

十
四

無
線
標
定
陸
上
局(

空
中
線
電
力
一
ワ
ツ

㈠

時
計

ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。)

、
無
線
標
定

㈡

無
線
業
務
日
誌

移
動
局(

ラ
ジ
オ
・
ブ
イ
の
局
を
除
く

)。

及
び
無
線
航
行
移
動
局

十
五

海
岸
局
で
あ
つ
て
、
設
備
規
則
第
九
条

㈠

ア
ル
フ
ア
ベ
ツ
ト

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
選
択
呼
出
装

順
の
局
の
呼
出
符
号

置
の
み
に
よ
り
呼
出
し
を
行
な
う
も
の

表
㈡

海
岸
局
の
局
名
録

及
び
船
舶
局
の
局
名

録

十
六

船
舶
局
で
あ
つ
て
、
Ａ
二
Ｄ
電
波
又
は

無
線
業
務
日
誌
⑵

Ａ
三
Ｅ
電
波
二
六
・
一
㎒
を
超
え
二
八

㎒
以
下
の
周
波
数
を
使
用
す
る
空
中
線

電
力
一
ワ
ツ
ト
以
下
の
無
線
設
備
、
Ｈ

三
Ｅ
若
し
く
は
Ｊ
三
Ｅ
電
波
二
六
・
一

㎒
を
超
え
二
八
㎒
以
下
の
周
波
数
を
使

用
す
る
空
中
線
電
力
二
五
ワ
ツ
ト
以
下



二
六
頁

の
無
線
設
備
、
Ａ
三
Ｅ
電
波
二
九
・
七

㎒
を
超
え
四
一
㎒
以
下
の
周
波
数
を
使

用
す
る
空
中
線
電
力
五
ワ
ツ
ト
以
下
の

無
線
設
備
、
Ａ
三
Ｅ
電
波
一
五
〇
・
〇

五
㎒
を
超
え
一
五
四
・
七
㎒
以
下
若
し

く
は
一
五
七
・
四
二
五
㎒
を
超
え
一
五

九
・
三
㎒
以
下
の
周
波
数
を
使
用
す
る

空
中
線
電
力
一
ワ
ツ
ト
以
下
の
無
線
設

備
又
は
Ｆ
三
Ｅ
電
波
一
五
六
㎒
を
超
え

一
五
七
・
四
五
㎒
以
下
若
し
く
は
三
五

一
・
九
㎒
を
超
え
三
六
四
・
二
㎒
以
下

の
周
波
数
を
使
用
す
る
空
中
線
電
力
五

ワ
ツ
ト
以
下
の
無
線
設
備
の
み
を
有
す

る
も
の(

レ
ー
ダ
ー
、
無
線
方
位
測
定
機

又
は
遭
難
自
動
通
報
設
備
を
備
え
る
も

の
を
含
む
。)

十
七

船
上
通
信
局

㈠

時
計

㈡

無
線
検
査
簿

㈢

無
線
業
務
日
誌

十
八

Ｖ
Ｓ
Ａ
Ｔ
地
球
局

㈠

時
計

㈡

無
線
検
査
簿

㈢

無
線
業
務
日
誌

㈣

法
及
び
こ
れ
に
基



二
七
頁

づ
く
命
令
の
集
録

十
九

携
帯
移
動
地
球
局

㈠

時
計

㈡

無
線
検
査
簿

㈢

無
線
業
務
日
誌

二
十

ア
マ
チ
ュ
ア
局

㈠

時
計

㈡

無
線
業
務
日
誌

二
十
一

航
空
機
地
球
局(

航
空
機
の
安
全
運
航
又

㈠

時
計

は
正
常
運
航
に
関
す
る
通
信
を
行
わ
な

㈡

無
線
検
査
簿

い
も
の
に
限
る
。)

㈢

無
線
業
務
日
誌

注
一

⑴
は
、
無
線
局
根
本
基
準
第
三
条
又
は
第
四
条
に
規
定
す
る
無
線
局
に

あ
つ
て
は
、
通
信
の
相
手
方
で
あ
る
無
線
局
の
無
線
業
務
日
誌
に
よ
り
、

運
用
の
状
況
が
把
握
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。

二

⑵
は
、
通
信
の
相
手
方
で
あ
る
無
線
局
の
無
線
業
務
日
誌
に
よ
り
、
運

用
の
状
況
が
把
握
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。

三

⑶
は
、
通
信
の
相
手
方
で
あ
る
無
線
局
に
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令

の
集
録
が
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。

四

⑷
は
、
法
第
四
条
第
二
号
の
適
合
表
示
無
線
設
備
を
使
用
す
る
場
合
に

限
る
。

二

業
務
書
類
等
の
備
付
場
所
の
特
例

二

業
務
書
類
等
の
備
付
け
場
所
の
特
例

次
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
無
線
局
は
、
当
該
無
線
局
に
備
え
付
け
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
無
線
検
査
簿
、
無
線
業
務
日
誌
又
は
施
行
規
則
第
三
十
八
条

第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
（
一
の
項
、
二
の
項
、
三
の
項
及
び
六
の
項
に
掲
げ

る
無
線
局
に
つ
い
て
は
、
免
許
状
を
除
く

）
の
う
ち
当
該
無
線
局
に
備
え
付
け

。



二
八
頁

て
お
く
こ
と
が
困
難
で
あ
る
か
又
は
不
合
理
で
あ
る
も
の
は
、
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
場
所
に
備
え
付
け
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
。

無
線
局
の
種
別

備
え
付
け
て
お
く
こ
と
が
で
き
る

無
線
局
の
種
別

業
務
書
類
等
の
区
別

備
付
け
場
所

場
所

一

航
空
機
局
及
び
航
空
機
地
球
局

定
置
場

一

航
空
機
局

㈠

無
線
検
査
簿

定
置
場

㈡

業
務
書
類(

免
許

状
を
除
く
。)

二

船
舶
局
（
Ｆ
三
Ｅ
電
波
一
五
六
㎒

免
許
人
の
所
在
地

を
超
え
一
五
七
・
四
五
㎒
以
下
又

二

陸
上
移
動
局(

ラ
ジ

無
線
業
務
日
誌

常
置
場
所

は
三
五
一
・
九
㎒
を
超
え
三
六
四

オ
・
マ
イ
ク
の
局

・
二
㎒
以
下
の
周
波
数
を
使
用
す

を
除
く
。)

及
び
携

る
空
中
線
電
力
五
ワ
ツ
ト
以
下
の

帯
局

も
の
に
限
る

）。

三

Ｖ
Ｓ
Ａ
Ｔ
地
球
局

Ｖ
Ｓ
Ａ
Ｔ
地
球
局
の
送
信
の
制
御

を
行
う
Ｖ
Ｓ
Ａ
Ｔ
制
御
地
球
局
の

無
線
設
備
の
設
置
場
所

四

宇
宙
物
体
に
開
設
す
る
無
線
局

無
線
従
事
者
の
常
駐
す
る
場
所
の

三

実
験
試
験
局
及
び

㈠

無
線
検
査
簿

常
置
場
所(

宇
宙
物
体
に

う
ち
主
な
も
の

実
用
化
試
験
局

㈡

無
線
業
務
日
誌

開
設
す
る
無
線
局
に
つ
い

五

無
人
方
式
の
無
線
設
備
の
無
線
局

無
線
従
事
者
の
常
駐
す
る
場
所
又

㈢

業
務
書
類(

施
行

て
は
、
当
該
無
線
局
に
選

（
移
動
す
る
も
の
を
除
く

）

は
当
該
無
線
局
を
管
理
す
る
場
所

規
則
第
三
十
八
条

任
さ
れ
た
無
線
従
事
者
の

。

六

そ
の
他
の
無
線
局
（
移
動
す
る
も

常
置
場
所

第
三
項
の
規
定
に

常
駐
す
る
場
所
の
う
ち
、

の
（
船
舶
局
、
遭
難
自
動
通
報
局

よ
り
証
票
を
備
え

主
た
る
も
の)

及
び
無
線
航
行
移
動
局
を
除
く

）

付
け
な
け
れ
ば
な

。



二
九
頁

に
限
る

）

ら
な
い
こ
と
と
な

。

注

一
の
項
及
び
二
の
項
に
掲
げ
る
無
線
局
に
つ
い
て
は
、
無
線
業
務
日
誌
を

つ
て
い
る
無
線
局

除
く
。

以
外
の
無
線
局
に

つ
い
て
は
、
免
許

状
を
除
く
。)

四

簡
易
無
線
局

業
務
書
類

常
置
場
所

五

無
線
標
定
移
動
局

㈠

無
線
検
査
簿

常
置
場
所

(

ラ
ジ
オ
・
ブ
イ
の

㈡

業
務
書
類

局
を
除
く
。)

六

無
人
方
式
の
無
線

㈠

無
線
検
査
簿

㈠

移
動
す
る
無
線
局
に

設
備
の
局

㈡

無
線
業
務
日
誌

つ
い
て
は
、
常
置
場
所

㈢

業
務
書
類

(

宇
宙
物
体
に
開
設
す

る
無
線
局
に
つ
い
て

は
、
当
該
無
線
局
に
選

任
さ
れ
た
無
線
従
事
者

の
常
駐
す
る
場
所
の
う

ち
、
主
た
る
も
の)

㈡

移
動
し
な
い
無
線
局

に
つ
い
て
は
、
当
該
無

線
局
に
選
任
さ
れ
た
無

線
従
事
者
の
常
駐
す
る



三
〇
頁

場
所
又
は
当
該
無
線
局

を
管
理
す
る
場
所

七

船
舶
局
で
あ
つ
て

㈠

無
線
検
査
簿

免
許
人
の
所
在
地

Ｆ
三
Ｅ
電
波
一
五

㈡

業
務
書
類(

免
許

六
㎒
を
超
え
一
五

状
並
び
に
法
及
び

七
・
四
五
㎒
以
下

こ
れ
に
基
づ
く
命

又
は
三
五
一
・
九

令
の
集
録
を
除

㎒
を
超
え
三
六
四

く
。)

・
二
㎒
以
下
の
周

波
数
を
使
用
す
る

空
中
線
電
力
五
ワ

ツ
ト
以
下
の
も
の

八

Ｖ
Ｓ
Ａ
Ｔ
地
球
局

業
務
書
類

当
該
Ｖ
Ｓ
Ａ
Ｔ
地
球
局
の

送
信
の
制
御
を
行
う
Ｖ
Ｓ

Ａ
Ｔ
制
御
地
球
局
の
無
線

設
備
の
設
置
場
所

九

航
空
機
地
球
局(

航

㈠

無
線
検
査
簿

定
置
場

空
機
の
安
全
運
航

㈡

業
務
書
類(

免
許

又
は
正
常
運
航
に

状
を
除
く
。)

関
す
る
通
信
を
行

う
も
の
に
限
る
。

次
号
に
お
い
て
同

じ
。)



三
一
頁

十

ア
マ
チ
ユ
ア
局

㈠

無
線
検
査
簿

常
置
場
所(

人
工
衛
星
に

㈡

業
務
書
類

開
設
す
る
ア
マ
チ
ユ
ア
局

に
つ
い
て
は
、
選
任
さ
れ

た
無
線
従
事
者
の
常
駐
す

る
場
所
の
う
ち
、
主
た
る

も
の)

注

実
験
試
験
局
、
実
用
化
試
験
局
及
び
ア
マ
チ
ユ
ア
局
に
つ
い
て
は
、
移
動

す
る
も
の
に
限
る
。

三

時
計
、
業
務
書
類
等
の
共
用

三

時
計
、
業
務
書
類
等
を
共
用
で
き
る
無
線
局
の
種
別
及
び
共
用
で
き
る
も
の

の
範
囲

次
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
無
線
局
は
、
当
該
無
線
局
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
時
計
、
無
線
検
査
簿
、
無
線
業
務
日
誌
又
は
施
行
規
則
第
三
十
八
条

第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
書
類
の
う
ち
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
を
共
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

無
線
局
の
種
別

共
用
で
き
る
時
計
、
業
務
書
類
等
の
範

無
線
局
の
種
別

共
用
で
き
る
時
計
、
業
務
書
類
等
の
範

囲

囲

一

無
線
設
備
の
全
部
を
共
用
す

㈠

時
計

一

（
同
上
）

㈠

時
計

る
無
線
局

㈡

無
線
検
査
簿
⑴

㈡

無
線
検
査
簿
⑴

㈢

無
線
業
務
日
誌
⑴
の
２
、
⑵

㈢

無
線
業
務
日
誌
⑴
の
２
、
⑵

㈣

法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
集

録

㈣

ア
ル
フ
ア
ベ
ツ
ト
順
の
局
の
呼
出

㈤

ア
ル
フ
ア
ベ
ツ
ト
順
の
局
の
呼
出

符
号
表

符
号
表



三
二
頁

㈤

海
岸
局
の
局
名
録
及
び
船
舶
局
の

㈥

海
岸
局
の
局
名
録
及
び
船
舶
局
の

局
名
録

局
名
録

二

㈠

一
の
固
定
局
の
無
線
設

㈠

時
計
⑶

二

一
の
固
定
局
の
無
線
設
備
の

㈠

時
計
⑶

備
の
全
部
を
他
の
固
定
局

㈡

無
線
業
務
日
誌
⑴
の
３

全
部
を
他
の
固
定
局
の
多
重

㈡

無
線
業
務
日
誌
⑴
の
３

の
多
重
通
信
方
式
の
無
線

通
信
方
式
の
無
線
設
備
の
一

㈢

法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
集

設
備
の
一
部
と
し
て
共
用

部
と
し
て
共
用
す
る
無
線
局

録

す
る
無
線
局

㈡

同
一
の
航
空
機
を
設
置

場
所
と
す
る
航
空
機
局
と

航
空
機
地
球
局

三

超
短
波
放
送
又
は
テ
レ
ビ
ジ

時
計
⑶

三

（
同
上)

㈠

時
計
⑶

ヨ
ン
放
送
を
行
う
放
送
局
と

㈡

法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
集

そ
の
無
線
設
備
を
共
用
す
る

録
⑴
の
４

超
短
波
多
重
放
送
又
は
テ
レ

ビ
ジ
ヨ
ン
多
重
放
送
を
行
う

放
送
局(

異
な
る
免
許
人
に
所

属
す
る
も
の
に
限
る
。)

四

一
の
項
及
び
二
の
項
以
外
の

㈠

時
計
⑶

四

（
同
上
）

㈠

時
計
⑶

無
線
局
で
あ
つ
て
、
同
一
免

㈡

無
線
検
査
簿
⑷

㈡

無
線
検
査
簿
⑷

許
人
に
所
属
し
、
設
置
場
所

㈢

無
線
業
務
日
誌
⑵
、
⑶
の
２

㈢

無
線
業
務
日
誌
⑵
、
⑶
の
２

(

航
空
機
局
及
び
航
空
機
地
球

㈣

法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
集

局
に
つ
い
て
は
、
そ
の
航
空

録

機
の
定
置
場

以
下
同
じ

)

㈣

通
信
憲
章
、
通
信
条
約
及
び
無
線

㈤

通
信
憲
章
、
通
信
条
約
及
び
無
線

。

。
、



三
三
頁

常
置
場
所
又
は
設
置
場
所
と

通
信
規
則
並
び
に
国
際
民
間
航
空
機

通
信
規
則
並
び
に
国
際
民
間
航
空
機

常
置
場
所
が
同
一
で
あ
る
も

関
に
よ
り
採
択
さ
れ
た
通
信
手
続
⑸

関
に
よ
り
採
択
さ
れ
た
通
信
手
続
⑸

の

五

無
人
方
式
の
無
線
設
備
の
局

無
線
業
務
日
誌
⑹

五

（
同
上
）

無
線
業
務
日
誌
⑹

六

同
一
の
船
舶
を
設
置
場
所
と

㈠

時
計
⑶

六

（
同
上
）

㈠

時
計
⑶

す
る
船
舶
局
と
船
舶
地
球
局

㈡

無
線
業
務
日
誌
⑴
の
３

㈡

無
線
業
務
日
誌
⑴
の
３

㈢

法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
集

録

㈢

海
岸
局
の
局
名
録

㈣

海
岸
局
の
局
名
録

㈣

海
上
移
動
業
務
及
び
海
上
移
動
衛

㈤

海
上
移
動
業
務
及
び
海
上
移
動
衛

星
業
務
で
使
用
す
る
便
覧

星
業
務
で
使
用
す
る
便
覧

七

同
一
の
航
空
機
を
設
置
場
所

㈠

時
計
⑶

と
す
る
航
空
機
局
と
航
空
機

㈡

無
線
業
務
日
誌
⑴
の
３

地
球
局

八

基
地
局(

設
備
規
則
第
九
条
の

㈠

無
線
検
査
簿
⑺

四
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
Ｐ

㈡

無
線
業
務
日
誌
⑺

Ｈ
Ｓ
の
基
地
局
に
限
る
。)

で

あ
つ
て
、
同
一
免
許
人
に
所

属
す
る
も
の

七

特
別
業
務
の
局(

設
備
規
則
第

無
線
検
査
簿
⑺

九

（
同
上
）

㈠

無
線
検
査
簿
⑺

十
四
条
の
表
十
三
の
項(

一)

㈡

無
線
業
務
日
誌
⑺

に
規
定
す
る
道
路
交
通
情
報

通
信
を
行
う
無
線
局
に
限



三
四
頁

る
。)

で
あ
つ
て
、
同
一
免
許

人
に
所
属
す
る
も
の

注
一
～
一
の
三

（
略
）

注
一
～
一
の
三

（
略
）

一
の
四

⑴
の
４
は
、
無
線
従
事
者
が
共
通
に
選
任
さ
れ
て
い
る
局
で
あ
つ

て
、
そ
の
通
信
室
を
共
用
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。

二
～
三
の
二

（
略
）

二
～
三
の
二

（
略
）

、

、

、

四

⑷
は
、
航
空
機
局
又
は
航
空
機
地
球
局
に
お
い
て
、
そ
の
種
別
が
同
一

四

⑷
は

航
空
機
局

航
空
機
地
球
局
又
は
無
線
標
定
移
動
局
に
お
い
て

で
あ
る
無
線
局
の
無
線
検
査
簿
と
共
用
す
る
場
合
に
限
る
。

そ
の
種
別
が
同
一
で
あ
る
無
線
局
の
無
線
検
査
簿
と
共
用
す
る
場
合
に
限

る
。

五
～
七

(

略)

五
～
七

（
略
）
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○
無
線
従
事
者
の
養
成
課
程
の
終
了
の
際
に
行
う
試
験
の
実
施
方
法
を
定
め
る
件
（
平
成
二
年
郵
政
省
告
示
第
二
百
五
十
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
件
新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

試
験
の
方
法

三

試
験
の
方
法

試
験
の
方
法
は
、
授
業
科
目
（
以
下
「
科
目
」
と
い
う

）
別
に
従
い
次
の

（
同
上
）

。

と
お
り
と
す
る
。

１

無
線
工
学
及
び
法
規

１

無
線
工
学
及
び
法
規

㈠
～
㈣

（
略
）

㈠
～
㈣

（
略
）

㈤

試
験
問
題
及
び
試
験
時
間
は
次
に
よ
る
も
の
と
し
、
そ
の
区
分
の
欄
は

㈤

（
同
上
）

、
平
成
五
年
郵
政
省
告
示
第
五
百
五
十
三
号
に
定
め
る
養
成
課
程
実
施
要

領
（
以
下
「
実
施
要
領
」
と
い
う

）
中
の
別
表
第
一
号
又
は
別
表
第
三

。

号
の
授
業
科
目
の
項
目
の
欄
に
そ
れ
ぞ
れ
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
た
だ
し

、
実
施
要
領
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
実
施
要
領
と
異
な
る
要
領
に
よ
る

こ
と
と
し
た
場
合
に
は
、
他
の
問
題
数
及
び
試
験
時
間
に
よ
る
こ
と
が
で

き
る
。

⑴

（
略
）

⑴

（
略
）

⑵

法
規

⑵

法
規

（

）

（

）

区

分

略

区

分

略

養
成
課
程

国

内

法

規

国
際

養
成
課
程

国

内

法

規

国
際

の
種
別

（
略
）

業
務

監
督

罰
則

関
係

法
規

の
種
別

（
略
）

業
務

監
督

罰
則

関
係

法
規

書
類

等

法
令

書
類

等

法
令

（

）

第
三
級
海

一

一

一

第
三
級
海

（
略
）

一

一

一

略
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上
無
線
通

上
無
線
通

信
士

信
士

第
四
級
海

一

一

一

第
四
級
海

一

一

一

上
無
線
通

上
無
線
通

信
士

信
士

第
一
級
海

一

一

一

第
一
級
海

一

一

一

上
特
殊
無

上
特
殊
無

線
技
士

線
技
士

第
二
級
海

二

第
二
級
海

一

一

上
特
殊
無

上
特
殊
無

線
技
士

線
技
士

第
三
級
海

三

第
三
級
海

一

二

上
特
殊
無

上
特
殊
無

線
技
士

線
技
士

レ
ー
ダ
ー

三

レ
ー
ダ
ー

一

二

級
海
上
特

級
海
上
特

殊
無
線
技

殊
無
線
技

士

士

航
空
無
線

一

一

一

航
空
無
線

一

一

一

通
信
士

通
信
士

航
空
特
殊

二

航
空
特
殊

一

一

無
線
技
士

無
線
技
士
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第
一
級
陸

三

第
一
級
陸

一

二

上
特
殊
無

上
特
殊
無

線
技
士

線
技
士

第
二
級
陸

三

第
二
級
陸

一

二

上
特
殊
無

上
特
殊
無

線
技
士

線
技
士

第
三
級
陸

三

第
三
級
陸

一

二

上
特
殊
無

上
特
殊
無

線
技
士

線
技
士

国
内
電
信

三

国
内
電
信

一

二

級
陸
上
特

級
陸
上
特

殊
無
線
技

殊
無
線
技

士

士

第
三
級
ア

二

一

第
三
級
ア

一

一

一

マ
チ
ュ
ア

マ
チ
ュ
ア

無
線
技
士

無
線
技
士

第
四
級
ア

二

第
四
級
ア

一

一

マ
チ
ュ
ア

マ
チ
ュ
ア

無
線
技
士

無
線
技
士

注

（
略
）

注

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）



三
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【
新
規
制
定
告
示
】

○
施
行
規
則
第
三
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
子
申
請
等
に
よ
り
添
付
書
類
等
の
電
磁
的
記
録
を
提
出
し
た
無
線
局
の
う
ち
、
当
該
記
録
を
直
ち
に
表
示
す
る

こ
と
が
困
難
又
は
不
合
理
で
あ
る
も
の
が
と
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
を
定
め
る
件
（
案
）

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
第
三
十
八
条
第
六
項
（
第
四
十
五
条
の
三
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

）
の

。

規
定
に
基
づ
き
、
電
子
申
請
等
に
よ
り
、
同
令
第
三
十
八
条
第
六
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
電
磁
的
記
録
を
提
出
し
た
無
線
局
及
び
同
令
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
第
二

号
に
規
定
す
る
添
付
書
類
又
は
同
条
第
二
項
の
書
類
の
電
磁
的
記
録
を
提
出
し
た
高
周
波
利
用
設
備
の
う
ち
、
当
該
記
録
を
直
ち
に
表
示
す
る
こ
と
が
困
難
又
は
不
合
理

で
あ
る
も
の
が
と
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

総
務
省
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ア
イ
ル
の
当
該
添
付
書
類
等
に
係
る
記
録
（
以
下
「
添
付
書
類
等
に
係
る
記
録
」
と
い
う

）
の
写
し
で
あ

。

る
こ
と
を
総
務
大
臣
又
は
総
合
通
信
局
長
に
申
請
し
て
証
明
を
受
け
た
書
面
を
備
え
付
け
て
お
く
方
法

二

免
許
人
又
は
高
周
波
利
用
設
備
の
設
置
者
（
代
理
人
に
よ
る
申
請
の
場
合
は
、
代
理
人
を
含
む
。
以
下
同
じ

）
が
添
付
書
類
等
に
係
る
記
録
を
印
刷
し
た
書
面
を

。

備
え
付
け
て
お
く
方
法

三

免
許
人
又
は
高
周
波
利
用
設
備
の
設
置
者
が
添
付
書
類
等
に
係
る
記
録
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
し
、
当
該
電
磁
的
記
録
を
直
ち
に
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
電

子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
備
え
付
け
て
お
く
方
法

四

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
掲
げ
る
方
法
に
準
ず
る
方
法
で
あ
っ
て
、
無
線
局
又
は
高
周
波
利
用
設
備
の
数
、
設
置
場
所
そ
の
他
の
条
件
に
照
ら
し
て
こ
れ
ら
の
管

理
上
合
理
性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
方
法

【
新
規
制
定
告
示
】

○
施
行
規
則
第
三
十
八
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
証
票
を
備
え
付
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
無
線
局
を
定
め
る
件
（
案
）

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
第
三
十
八
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
総
務
大
臣
が
告
示
す
る
無
線
局
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平

成
二
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

ア
ル
ゴ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局

【
新
規
制
定
告
示
】

○
申
請
又
は
届
出
を
電
子
申
請
等
に
よ
り
行
う
場
合
に
お
い
て
電
磁
的
記
録
に
よ
り
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
書
類
等
を
定
め
る
件

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
第
五
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
又
は
届
出
を
電
子
申
請
等
に
よ
り
行
う
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場
合
に
お
い
て
、
電
磁
的
記
録
に
よ
り
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
書
類
等
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

施
行
規
則
第
五
十
二
条
の
三
第
一
項
の
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
書
類
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
手
続
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す

る
。１

法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
免
許
状
の
訂
正
の
申
請

免
許
状

２

法
第
二
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
証
の
訂
正
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
限
る

）

登
録

。

証
３

法
第
二
十
七
条
の
二
十
五
の
規
定
に
よ
る
登
録
状
の
訂
正
の
申
請

登
録
状

４

法
第
百
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
高
周
波
利
用
設
備
の
許
可
状
の
訂
正
の
申
請

許
可
状

５

検
定
規
則
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
合
格
機
器
に
係
る
変
更
の
届
出
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
合
格
証
書
の
書
換
え
又
は
訂
正
を
要
す
る
こ
と
と
な

る
場
合
に
限
る

）

合
格
証
書

。

６

従
事
者
規
則
第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
取
消
し
の
申
請
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
書
の
訂
正
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

に
限
る

）

確
認
書

。

７

従
事
者
規
則
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
証
の
訂
正
の
申
請

免
許
証

８

従
事
者
規
則
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
る
免
許
証
の
再
交
付
の
申
請
（
免
許
証
を
失
っ
た
場
合
を
除
く

）

免
許
証

。

９

従
事
者
規
則
第
五
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
船
舶
局
無
線
従
事
者
証
明
書
（
次
号
に
お
い
て
「
証
明
書
」
と
い
う

）
の
訂
正
の
申
請

証
明
書

。

従
事
者
規
則
第
五
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
の
再
交
付
の
申
請
（
証
明
書
を
失
っ
た
場
合
を
除
く

）

証
明
書

。

10
【
廃
止
告
示
】

○
無
線
局
に
備
え
付
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
電
波
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
集
録
に
代
え
て
総
務
大
臣
の
認
定
す
る
抄
録
を
備
え
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
無

線
局
を
定
め
る
件
及
び
電
波
法
施
行
規
則
の
規
定
に
基
づ
き
、
免
許
状
の
掲
示
箇
所
を
定
め
る
件
を
廃
止
す
る
件
（
案
）

昭
和
五
十
一
年
郵
政
省
告
示
第
四
百
七
十
七
号
（
無
線
局
に
備
え
付
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
電
波
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
集
録
に
代
え
て
総
務
大
臣
の

認
定
す
る
抄
録
を
備
え
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
無
線
局
を
定
め
る
件
）
及
び
昭
和
五
十
七
年
郵
政
省
告
示
第
八
百
五
十
二
号
（
電
波
法
施
行
規
則
の
規
定
に
基
づ
き
、
免

許
状
の
掲
示
箇
所
を
定
め
る
件
）
は
、
平
成
二
十
一
年
六
月
三
十
日
限
り
、
廃
止
す
る
。
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